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資料一覧 

資料 1  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤に係る 規格基準改正の 可否に関す 
る薬事・食品衛生審議会への 諮問について 

資料 2  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤に係る 規格基準改正の 食品健康影 
響評価の結果の 通知について 

資料 3  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤の規格基準改正について 

資料 4  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤に係る 規格基準改正案 

資料 5  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤に係る 規格基準改正の 離日対照表 

参考資料 1  器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤に係る 関連条文 ( 抜粋 ) 

参考資料 2  食品衛生分科会規程 

参考資料 3  食品衛生分科会における 確認事項 

参考資料 4  平成 13 ～ 15 年度厚生労働科学研究「食品用器具・ 容器包装の安全 

性確保に関する 研究」 ( 抜粋 ) 
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薬事 ・食品衛生審議会 

会長 井村 伸 正 殿 

厚生労働大臣 尾辻 秀   
諮 問 書 

食品衛生法 ( 昭和 2 2 年法律第 2 3 3 号 ) 第 1 8 条第 1 項の規定並びに 同法第 6 2 

条第 1 項及び第 2 項で準用される 同法第 1 1 条第 1 項の規定に基づき、 下記の事項に 

ついて、 貴 会の意見を求めます。 
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おもちやに係る 規格基準及び 洗浄剤に係る 規格 
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厚生労働大臣 
尾辻 秀久 殿 

                              / "@  @@ '@@g - ト 

食品安全委員会 " -" - " @@-"" ・ ", -"- こ I - @ 二 @@                                               
    

委員長寺田雅巳 麓 申 そ ",   

トニー -     
。 @,-.-- --       
        

食品健康影響評価の 結果の通知について 

平成 17 年Ⅰ 月 31 日付け厚生労働省発会 安第 0131004 号をもって 貴 

省 より 当 委員会に対して 意見を求められた 食品健康影響評価の 結果は下記のと 

おりですので 通知します。 

" モ土 

本件に係る規格基準の 改正を行 う ことについては、 ヒトの健康に 影響を及ぼ 

す 可能性はないものと 考える。 
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藝   

器具・容器包装，おもちや 及び洗浄剤の 規格基準改正について 

]. 器具・容器包装、 おもちや及び 洗浄剤の規格基準について 

食品衛生法において 器具とは、 食品又は添加物の 製造、 加工、 飲食等に用 

いられ、 かっ、 食品又は添加物に 直接接触するものであ り、 容器包装とは、 
食品又は添加物を 入れ、 又は包んでいるものとされている。 また、 おもちゃ 

とは、 おしゃぶり，がらがら、 つ みき等で、 乳幼児が接触することによりそ 

の健康を損なうおそれがあ るものとして 厚生労働大臣の 指定するものであ り   

洗浄剤とは、 野菜若しくは 果実又は飲食器の 洗浄のために 用いられるものと 

されている。 

「器具・容器包装」の 規格基準については「食品、 添加物等の規格基準 ( 昭 

和 34 年 m2 月 28 日厚生省告示第 370 号 ) 」において、 一般の規格、 一般試験法、 

材質制規格、 用途別規格，製造基準が 定められている。 また、 同告示おいて、 
「おもちゃ」の 規格基準については、 規格及び製造基準が 定められ、 「洗浄剤Ⅰ 

の 規格基準については、 成分規格及び 使用基準が定められている。 

2. 改正の趣旨 

平成 ]3 年度から平成 15 年度にかけて 行われた厚生労働科学研究「食品用器 

具・容器包装等の 安全性確保に 関する研究」において 試験法の検討が 行われ 

た 。 そこで、 これらの検討を 踏まえ一般試験法等について、 有害試薬を使わ 

ない試験や分析精度の 向上などをはかり、 現在の科学水準に 合致するよう「器 

具・容器包装」，「おもちや」及 び 「洗浄剤Ⅰに 係る規格基準を 改めるもので 

あ る。 

3. 規格基準改正の 概要 

( 「 ) 「器具・容器包装」について・ 

① 水銀や四塩化炭素等の 有害試薬を使用しない 試験法への変更 

・ 鉛 ，カドミウム 等の金属の定量 法は ついて水銀を 用いる「ポーラロバラフ 

法 」を削除する。 

・ヒ素試験法について 臭化第二水銀紙を 使用しない方法に 変更する。 
・ポリ塩化ビニルの 添加 剤 であ るジブチルスズ 化合物及びクレゾールリン 酸 

エステルの試験において、 抽出に用いる 溶媒を四塩化炭素及びメタノール 

の 混 液から、 ジブチルスズ 化合物の試験ではアセトン 及び へ キサンの涙液 

に 変更し、 クレゾールリン 酸エステルの 試験では、 アセ ト ニトリルに変更 

する。 



・ポリ塩化ビニリデンのモノマ 一であ る塩化ビニリデンの 試験において、 抽 

出に用いる溶媒を 四塩化炭素及びテトラ ヒ ドロフランの 涙液から N,N- ジ メ 

チルア セト アミドに変更する。 

・ポリェチレンテレフタレートの 触媒であ るゲルマニウムに 関し、 四塩化炭 

素を用いるゲルマニウムの 試験法を削除し ，原子 吸光 光度 法 又は誘導結合 

プラズマ発光強度測定法を 用いて溶出液を 直接測定することとする。 

②再現性に優れた 試験法を取り 入れるなど、 分析精度の向上のための 変更 

・器具・容器包装の 一般試験法の「原子 吸光 光度 法 」に関し、 現行のフレー 

ム 方式のほかに、 鉛 、 カドミウム、 アンチモン等の 測定で電気加熱方式を 

追加する。 これに伴い添加 剤 試験法のアンチモンの 項を削除する。 

・器具・容器包装の 一般試験法の「モノマー 試験法」において、 分解能等の 

向上のためキャピラリーカラムを 採用し、 定性試験，定量試験の 操作条件 

等を変更する。 
・ホルムアルデヒドを 製造原料とする 合成樹脂のフェノールの 試験において ， 

臭素法から， 4- アミノアンチピリン 法に変更する。 

  ポリ塩化ビニルを 主成分とする 合成樹脂のジ ブ テルスズ化合物の 試験にお 

いて， ろ紙 クロマトバラフィ 一による確認法から、 誘導体をガスクロマ ト 

グラフィーノ 質量分析により 測定する方法に 変更する。 

・合成樹脂製器具・ 容器包装の一般規格における 材質試験のカドミウム 及び 

鉛に関する試験方法において、 共存するバリウムやカルシウムによる 妨害 

を 低減するために、 試験溶液の調製に 塩酸処理を追加する。 

③ 器具・容器包装の 一般試験法に ，「重金属試験法」、 「ヒ素試験法」及 び 「 誘 

導 結合プラズマ 発光強度測定法」を、 また、 モノマー試験法に「フェノー 

ル」の項を追加 

  「重金属試験法」，「ヒ 素試験法」は 添加物の項に 定める試験法を 準用してい 

るが、 新たに器具・ 容器包装の試験として 定めることとし、 器具・容器包 

装に適した操作法を 設定し、 試薬の追加などを 行う。 

  金属の定量 法 として、 数種類の金属を 同時に測定できる「誘導結合フラ ズ 

マ 発光強度測定法」を 追加する。 

  ゴム製の器具・ 容器包装及び 金属 缶 において、 それぞれ定められている「フ 

ェノールⅠの 試験法を、 器具，容器包装の 一般試験法のモノマー 試験法の 

項 にまとめる。 

④ 蒸発残留 物 試験の器具及 び ホルムアルデヒドを 製造原料とする 合成樹脂 
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における浸出用液の 変更 

現行の蒸発残留 物 試験において 浸出用 液は 、 別段の規定があ るものを除 

き、 容器包装では 油脂の場合は n 一ヘ プタン，酒類は 20% エタノール、 酸 

性 食品は 4% 酢酸、 その他の食品は 水を用いるなど 食品の特性に 応じた浸 

出用液を用いることとされている。 今般、 4% 酢酸のみを用いることとな 

っている器具及 び ホルムアルデヒドを 製造原料とする 合成樹脂についても、 

食品に応じた 浸出用液を使用するように 変更する。 

⑤標準溶液との 比較を限度 値 に変更するなど 規格の明確化 

合成樹脂製の 溶出試験等に 関し、 適否の判断を 標準溶液との 比較により 

行うとしている 規格について、 規格内容が理解されやすいように 限度値を 

数値として記載することとする。 

⑥ 規定された試験法と 同等以上の試験法を 使用できることとする 変更 

現行の「器具・ 容器包装」に 係る規格基準等では、 規定された試験法 以 

外の試験法は 使用できないが、 「添加物」に 係る規格基準等と 同様に、 規定 

の方法以上の 精度があ る場合は ， 他の試験法を 用いることができるよ う に 

変更する。 

⑦ その他 

・日本工業規格 (J I S) に合わせ試薬の 名称、 記載方法等の 見直しを行 う 。 

・記載事項の 修正等 

(2) 「おもちや」について 

① 水銀を使用しない 試験法への変更 

・ヒ素に関する 試験について、 器具・容器包装一般の 試験法を準用し、 臭化 

第二水銀紙を 使用しない試験法へ 変更する。 

・塩化ビニル 樹脂塗料に関するカドミウムの 定量 法は ついて水銀を 用いる「ポ 

ーラログラフ 法 」から「原子坂井光度 法 」又は「誘導結合プラズマ 発光強 

度 法 」への変更を 行 う 。 

② おもちやに関する 試験法のうち、 「重金属試験法」、 「 過 マンガン 酸 カリウ 

ム消費量試験法」及び「蒸発残留 物 試験法」について 器具・容器包装一般 

の 試験法を準用する。 

③ 標準溶液との 比較を限度 値 に変更するなど 規格の明確化 



おもちや又はその 原材料の規格に 関し、 適否の判断を 標準溶液との 比較 

により行 う としている規格について、 規格内容が理解されやすいように 限 

度値を数値として 記載することとする。 

④ 規定された試験法と 同等以上の試験法を 使用できることとする 変更 

現行の「おもちや」に 係る規格基準等では、 規定された試験法以外の 試 

験 法は使用できないが、 「添加物」に 係る規格基準等と 同様に、 規定の方法 

以上の精度があ る場合は 、 他の試験法を 用いることができるよ う に変更す 

る。 

(3) 「洗浄剤」について 

ヒ素に関する 試験について、 器具・容器包装一般の 試験法を準用し、 臭 

化第二水銀紙を 使用しない試験法に 変更する。 また，試料の 調製方法を変 

克 する。 


